
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
等
の
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平

成

二

十

四

年

八

月

十

日

参
議
院
社
会
保
障
と
税
の
一
体

改

革

に

関

す

る

特

別

委

員

会

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
社
会
保
障
制
度
に
対
す
る
国
民
か
ら
の
信
頼
と
納
得
を
得
る
た
め
、
社
会
保
険
と
税
と
の
関
係
及
び
国
の
財
政
と
地
方
財

政
と
の
関
係
を
含
め
、
社
会
保
障
に
関
す
る
総
合
的
な
収
支
を
区
分
し
て
管
理
す
る
と
と
も
に
、
社
会
保
障
給
付
の
内
容
ご

と
に
受
益
と
負
担
の
関
係
を
国
民
に
対
し
て
透
明
性
を
も
っ
て
明
確
に
開
示
す
る
た
め
の
取
組
を
行
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


